
PayPay あと払い会員規約 

旧 新 

第 11 条（PayPay 残高利用規約の適用） 

会員が本サービスを利用して第 35 条に定めるショ

ッピング等を行った場合、PayPay の定める

「PayPay 残高利用規約」

（https://about.paypay.ne.jp/terms/）に従い、

PayPay ボーナスが付与されます。 

第 11 条（PayPay 残高利用規約の適用） 

会員が本サービスを利用して第 35 条に定めるショッピ

ング等を行った場合、PayPay の定める「PayPay 残高利

用 規 約 」

（https://about.paypay.ne.jp/terms/consumer/rule/bal

ance/）に従い、PayPay ポイントが付与されます。 

第 15 条（複数のクレジットサービスにかかる利用

可能枠） 

1. 当社は、会員に複数のクレジットサービス

（Yahoo! JAPAN カードその他当社の発行するカー

ドを含みます。）を提供する場合、前条の定めにか

かわらず、会員 1 人あたりのクレジット決済利用可

能枠及びそのクレジット決済の内枠として次の各号

に定める利用可能枠を審査のうえ決定し、会員に通

知します。会員 1 人あたりの利用可能枠は、原則と

してショッピング 1 回払利用可能枠と同じ金額とな

り、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。 

第 15 条（複数のクレジットサービスにかかる利用可能

枠） 

1. 当社は、会員に複数のクレジットサービス（PayPay

カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）その他当社の発行

するカードを含みます。）を提供する場合、前条の定め

にかかわらず、会員 1 人あたりのクレジット決済利用

可能枠及びそのクレジット決済の内枠として次の各号

に定める利用可能枠を審査のうえ決定し、会員に通知

します。会員 1 人あたりの利用可能枠は、原則としてシ

ョッピング 1 回払利用可能枠と同じ金額となり、次の

各号の利用可能枠の合計にはなりません。 

2022 年 2 月 1 日 2022 年 4 月 1 日 

 

個人情報の取扱に関する同意条項 

旧 新 

第 4 条（個人情報の提供・利用） 

（２）利用目的 

（ア）本契約において今後の会員と提携先等との取

引の管理のために利用すること。 

（イ）本契約にかかるサービス特典等を会員に提供

するため（当社が提供するものに限られません。）。 

（ウ）提携先等の事業における市場調査、商品やサ

ービスの検討、開発及び改善のために利用するこ

と。 

（エ）提携先等の事業、及び本契約におけるお知ら

せ、宣伝物、印刷物の送付などの営業案内または景

品や商品の送付のために利用すること。 

第 4 条（個人情報の提供・利用） 

（２）利用目的 

（ア）本契約において今後の会員と当社又は提携先等との

取引の管理のために利用すること。 

（イ）本契約にかかるサービス特典等を会員に提供するた

め（当社が提供するものに限られません。）。 

（ウ）当社又は提携先等の事業における市場調査、商品や

サービスの検討、開発及び改善のために利用すること。 

（エ）当社又は提携先等の事業、及び本契約におけるお知

らせ、宣伝物、印刷物の送付などの営業案内または景品や

商品の送付のために利用すること。 

2022 年 2 月 1 日 2022 年 4 月 1 日 

 

PayPay カード会員規約 

旧 新 

第 10 条（PayPay 残高利用規約の適用） 

会員が本カードを利用して第 33 条に定めるカードシ

ョッピング等を行った場合、PayPay の定める

第 10 条（PayPay 残高利用規約の適用） 

会員が本カードを利用して第 33 条に定めるカードシ

ョッピング等を行った場合、PayPay の定める「PayPay



「PayPay 残高利用規約」

（https://about.paypay.ne.jp/docs/terms/paypay-

consumer-terms/）に従い、PayPay ボーナスが付与

されます。 

残 高 利 用 規 約 」

（https://about.paypay.ne.jp/terms/consumer/rule/b

alance/）に従い、PayPay ポイントが付与されます。 

第 17 条（支払債務の充当順序） 

会員が支払った金額が本規約及びその他の契約に基

づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させ

るに足りないときは、特に通知なくして、当社が適

当と認める順序、方法により、いずれかの債務に充

当しても異議なものとします。ただし、リボルビン

グ払の支払停止の抗弁に係る充当順序については、

この限りではないものとします。 

第 17 条（支払債務の充当順序） 

会員が支払った金額が本規約及びその他の契約に基

づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させる

に足りないときは、特に通知なくして、当社が適当と

認める順序、方法により、いずれかの債務に充当して

も異議ないものとします。ただし、リボルビング払の

支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限り

ではないものとします。 

  

第 33 条（カードショッピングの利用方法） 

4．当社又は提携会社と加盟店との契約が債権譲渡契

約の場合、会員は、カードショッピング利用の結果

生じた加盟店の会員に対する債権を、当該加盟店が

直接、或いは提携会社、国際ブランド会社と提携し

た銀行・クレジットカード会社を経由して当社に譲

渡することついて、あらかじめ承諾するものとし、

当該債権譲渡に関して、当該加盟店に対して有し、

又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の

抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁

その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、

不存在を主張しないものとします。ただし、当社に

対し、第 39 条基づく支払停止の抗弁を主張する場合

を除きます。会員は、カードショッピングの支払金

（カードショッピングの利用代金に手数料を加算し

た額）を当社に支払うものとします。 

第 33 条（カードショッピングの利用方法） 

4．当社又は提携会社と加盟店との契約が債権譲渡契

約の場合、会員は、カードショッピング利用の結果

生じた加盟店の会員に対する債権を、当該加盟店が

直接、或いは提携会社、国際ブランド会社と提携し

た銀行・クレジットカード会社を経由して当社に譲

渡することについて、あらかじめ承諾するものと

し、当該債権譲渡に関して、当該加盟店に対して有

し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履

行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の

抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成

立、不存在を主張しないものとします。ただし、当

社に対し、第 39 条に基づく支払停止の抗弁を主張す

る場合を除きます。会員は、カードショッピングの

支払金（カードショッピングの利用代金に手数料を

加算した額）を当社に支払うものとします。 

2022 年 1 月 27 日 2022 年 4 月 1 日 

 

PayPay あと払い会員特約 

旧 新 

第１条（適用） 

1. PayPay あと払い会員特約（以下、「本特約」と

いいます。）は、Yahoo! JAPAN カード会員（以

下、「本会員」といいます。）のうち、PayPay 株

式会社（以下、「PayPay」といいます。）が定め

る「PayPay 利用規約」に同意し PayPay アカウ

ントを保有したうえで、PayPay カード株式会社

（以下、「当社」といいます。）が提供する PayPay

あと払い（QR コード等を利用して Yahoo! 

JAPAN カード情報を用いてクレジット決済を行

第１条（適用） 

1. PayPay あと払い会員特約（以下、「本特約」といい

ます。）は、PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カ

ード）会員（以下、「本会員」といいます。）のう

ち、PayPay 株式会社（以下、「PayPay」といいま

す。）が定める「PayPay 利用規約」に同意し PayPay

アカウントを保有したうえで、PayPay カード株式

会社（以下、「当社」といいます。）が提供する PayPay

あと払い（QR コード等を利用して PayPay カード

（旧 Yahoo! JAPAN カード）情報を用いてクレジッ



うことのできるサービスをいいます。）に当社所

定の方法により登録した本会員（以下、「本特約

会員」といいます。）に適用されます。 

本特約は、PayPay あと払いの利用に際して、

Yahoo! JAPAN カード会員規約、個人情報の取扱に

関する同意条項及びこれらに付随する各サービス規

約等（以下、総称して「Yahoo! JAPAN カード会員

規約等」といいます。）に補充的に適用されるもの

であり、本特約会員には、Yahoo! JAPAN カード会

員規約等が引き続き適用されます。なお、本特約に

て用いる用語は、本特約にて特に定義した場合を除

き、Yahoo! JAPAN カード会員規約等の定めに従い

ます。 

ト決済を行うことのできるサービスをいいます。）

に当社所定の方法により登録した本会員（以下、「本

特約会員」といいます。）に適用されます。 

本特約は、PayPay あと払いの利用に際して、PayPay カ

ード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員規約、個人情報の

取扱に関する同意条項及びこれらに付随する各サービ

ス規約等（以下、総称して「PayPay カード（旧 Yahoo! 

JAPAN カード）会員規約等」といいます。）に補充的に

適用されるものであり、本特約会員には、PayPay カー

ド（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員規約等が引き続き

適用されます。なお、本特約にて用いる用語は、本特約

にて特に定義した場合を除き、PayPay カード（旧

Yahoo! JAPAN カード）会員規約等の定めに従います。 

第２条（PayPay あと払いの概要） 

3.PayPay あと払いの会員メニュー（以下、「会員メ

ニュー」といいます。）上には、Yahoo! JAPAN カ

ードの利用情報や属性情報、カード情報（氏名、会

員番号及びカードの有効期限等）（2022 年 4 月以降

に PayPay カードの貸与を受けている利用者に限

る。）等が表示されます。 

第２条（PayPay あと払いの概要） 

3. PayPay あと払いの会員メニュー（以下、「会員メニュ

ー」といいます。）上には、PayPay カード（旧 Yahoo! 

JAPAN カード）の利用情報や属性情報、カード情報（氏

名、会員番号及びカードの有効期限等）（2022 年 4 月以

降に PayPay カードの貸与を受けている利用者に限

る。）等が表示されます。  

第 5 条（PayPay 残高利用規約の適用） 

本特約会員が PayPay あと払いを利用した場合、

PayPay の定める「PayPay 残高利用規約」 

（https://about.paypay.ne.jp/docs/terms/paypay-

consumer-terms/） に従い、PayPay ボーナスが付

与されます。 

第 5 条（PayPay 残高利用規約の適用） 

本特約会員が PayPay あと払いを利用した場合、PayPay

の 定 め る 「 PayPay 残 高 利 用 規 約 」

（  https://about.paypay.ne.jp/terms/consumer/rule/b

alance/）に従い、PayPay ポイントが付与されます。 

第 9 条（PayPay あと払いの利用停止、本特約会員資

格取消し） 

1. 本特約会員が、本特約に違反し若しくは違反す

るおそれがある場合、本特約会員の PayPay あ

と払いの利用状況について、換金目的とした商

品購入の疑いがある等不適当又は不審があると

当社が認めた場合、PayPay あと払いの利用の

継続が不適切であると当社が認めた場合、本特

約会員本人の同一性に関し疑義が生じた場合、

PayPay あと払い又は通信端末機器等の第三者

による不正利用を未然に防止する必要があると

当社が認めた場合、Yahoo! JAPAN カードの利

用が停止された場合、その他当社が必要と判断

した場合には、当社は本特約会員に通知するこ

となく次の措置をとることができるものとしま

す。 

第 9 条（PayPay あと払いの利用停止、本特約会員資格

取消し） 

1. 本特約会員が、本特約に違反し若しくは違反する

おそれがある場合、本特約会員の PayPay あと払い

の利用状況について、換金目的とした商品購入の

疑いがある等不適当又は不審があると当社が認め

た場合、PayPay あと払いの利用の継続が不適切で

あると当社が認めた場合、本特約会員本人の同一

性に関し疑義が生じた場合、PayPay あと払い又は

通信端末機器等の第三者による不正利用を未然に

防止する必要があると当社が認めた場合、PayPay

カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）の利用が停止

された場合、その他当社が必要と判断した場合に

は、当社は本特約会員に通知することなく次の措

置をとることができるものとします。 

(1) PayPay あと払いの利用をお断りすること 



(1) PayPay あと払いの利用をお断りすること 

(2) PayPay あと払いの利用を停止（PayPay あ

と払いの全部又は一部の利用停止、並びに、

付帯サービス等及びその機能の全部又は一

部の利用停止を含みます。）すること 

(3) 加盟店等に対し PayPay あと払いの無効を

通知すること 

(4) 当社が必要と認めた法的措置をとること 

(5) Yahoo! JAPAN カードの利用をお断り又は

利用を停止する（Yahoo! JAPAN カードの全

部又は一部の利用停止、並びに、付帯サービ

ス等及びその機能の全部又は一部の利用停

止を含みます。）こと 

2. 前項各号の措置は、加盟店を通じて行われるほ

か、当社所定の方法によるものとします。 

3. 当社は、本特約会員が次の各号のいずれかの事

由に該当した場合は、本特約会員に通知するこ

となく本特約会員資格又は Yahoo! JAPAN カー

ド会員資格の一方又は両方を喪失させることが

でき、加盟店等に PayPay あと払いの無効を通

知又は登録することがあります。 

(1) 本特約会員が PayPay から PayPay アカウン

トを削除された場合  

(2) 本特約会員が PayPay あと払いの登録、その

他当社への申し込み等で虚偽の申告をした

場合 

(3) 本特約会員が本特約のいずれかに違反した

場合 

(4) Yahoo! JAPAN カード会員資格を取り消さ

れた場合（退会した場合を含みます。） 

換金を目的とした商品購入の疑い等、本特約会員の

PayPay あと払いの利用状況が不適当若しくは不審

があると当社が認めた場合  

(2) PayPay あと払いの利用を停止（PayPay あと払い

の全部又は一部の利用停止、並びに、付帯サービス等及

びその機能の全部又は一部の利用停止を含みます。）す

ること 

(3) 加盟店等に対し PayPay あと払いの無効を通知す

ること 

(4) 当社が必要と認めた法的措置をとること 

(5) PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）の利用

をお断り又は利用を停止する（PayPay カード（旧

Yahoo! JAPAN カード）の全部又は一部の利用停止、並

びに、付帯サービス等及びその機能の全部又は一部の

利用停止を含みます。）こと 

2. 前項各号の措置は、加盟店を通じて行われるほか、

当社所定の方法によるものとします。 

3. 当社は、本特約会員が次の各号のいずれかの事由

に該当した場合は、本特約会員に通知することな

く本特約会員資格又は PayPay カード（旧 Yahoo! 

JAPAN カード）会員資格の一方又は両方を喪失さ

せることができ、加盟店等に PayPay あと払いの無

効を通知又は登録することがあります。 

(1) 本特約会員が PayPay から PayPay アカウントを削

除された場合  

(2) 本特約会員が PayPay あと払いの登録、その他当社

への申し込み等で虚偽の申告をした場合 

(3) 本特約会員が本特約のいずれかに違反した場合 

(4) PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員資

格を取り消された場合（退会した場合を含みます。） 

(5) 換金を目的とした商品購入の疑い等、本特約会員の

PayPay あと払いの利用状況が不適当若しくは不審が

あると当社が認めた場合 

第１０条（退会） 

１． 本特約会員は、当社所定の手続きを行うこと

により、いつでも PayPay あと払いを退会する

ことができます。ただし、PayPay あと払いを

退会しても Yahoo! JAPAN カード会員は退会

されません。 

２． Yahoo! JAPAN カード会員を退会すると、

PayPay あと払いも退会となります。  

本特約会員は、当社又は各サービス提供者が提供す

第１０条（退会） 

1. 本特約会員は、当社所定の手続きを行うことによ

り、いつでも PayPay あと払いを退会することがで

きます。ただし、PayPay あと払いを退会しても

PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員は

退会されません。 

2. PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員を

退会すると、PayPay あと払いも退会となります。  

本特約会員は、当社又は各サービス提供者が提供する



る付帯サービス等について、PayPay あと払いを退

会した時点で利用できなくなる場合があることをあ

らかじめ承諾するものとします。 

付帯サービス等について、PayPay あと払いを退会した

時点で利用できなくなる場合があることをあらかじめ

承諾するものとします。 

2022 年 2 月 1 日 2022 年 4 月 1 日 

 

PayPay あと払い会員特約（PayPay カード会員用） 

旧 新 

第 5 条（PayPay 残高利用規約の適用） 

本特約会員が PayPay あと払いを利用した場合、

PayPay の定める「PayPay 残高利用規約」

（https://about.paypay.ne.jp/terms/consumer/rule/

balance/）に従い、PayPay ボーナスが付与されま

す。 

第 5 条（PayPay 残高利用規約の適用） 

本特約会員が PayPay あと払いを利用した場合、PayPay

の 定 め る 「 PayPay 残 高 利 用 規 約 」

（https://about.paypay.ne.jp/terms/consumer/rule/bal

ance/）に従い、PayPay ポイントが付与されます。 

2022 年 2 月 28 日 2022 年 4 月 1 日 

 

PayPay 株式会社から PayPay カード株式会社に対する個人情報の第三者提供に関する同意条項 

旧 新 

別表 

PayPay から提供を受け

る個人情報の項目（提

供必須項目） 

・氏名・生年月日・電

話番号・メールアドレ

ス・職業、決済に関す

る情報その他会員の識

別に必要な情報 

・PayPay に登録されて

いる口座情報、清算に

関する情報 

・PayPay ボーナスを会

員に付与した結果に関

する情報 

・取引日時、取引金額

その他取引管理に関す

る情報 

・氏名、生年月日、電

話番号その他本人確認

手続に利用される情報 

・会員からのお問い合

わせの内容 

・PayPay サービスの利

用状況及び行動履歴、

会員の登録情報等並び

にこれらの分析結果 
 

別表 

PayPay から提供を受け

る個人情報の項目（提供

必須項目） 

・氏名・生年月日・電話

番号・メールアドレス・

職業、決済に関する情報

その他会員の識別に必要

な情報 

・PayPay に登録されて

いる口座情報、清算に関

する情報 

・PayPay ポイントを会

員に付与した結果に関す

る情報 

・取引日時、取引金額そ

の他取引管理に関する情

報 

・氏名、生年月日、電話

番号その他本人確認手続

に利用される情報 

・会員からのお問い合わ

せの内容 

・PayPay サービスの利

用状況及び行動履歴、会

員の登録情報等並びにこ

れらの分析結果 
 

2022 年 2 月 28 日 2022 年 4 月 1 日 



 


